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務 趣旨又 目的

独自利用 務 関連規範 糸田町 親家庭等 療費 支給 関 条例

こ 法律 父又 母 生計を く い い児童 育成さ 家庭 生
活 安定 自立 促進 寄与 た 当該児童 い 児童扶養手当を
支給 児童 福祉 増進を図 こ を目的

こ 条例 母子家庭 母及 児童 父子家庭 父及 児童並 父母 い
児童 心身 健康 向 寄与 た 療保険各法 基 療を受けた
場合 自己負担を け ば い費用を 費 負担 措置を講
母子家庭 母及 児童 父子家庭 父及 児童並 父母 い児童 福祉

増進を図 こ を目的

児童扶養手当法 児童扶養手当 支給 関 務 あ 主務省令
定

糸田町 親家庭等 療費 支給 関 条例 療費 支給 関
務 あ 規則 定

5

糸田町

糸田町行政手続 おけ 特定 個人を識別 た 番号 利用等 関 法
律 基 く個人番号 利用及 特定個人情報 提供 関 条例 別表第 第

項
糸田町 親家庭等 療費 支給 関 条例 療費 支給 関

務 あ 規則 定

児童扶養手当法 昭和 十 十一月 十九日法律第 百 十 号 糸田町 親家庭等 療費 支給 関 条例
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委 員 会 規 則 第  条 第  項  基  く 届 出 書

 都道府県知 市 町村長等

福岡県

知事 市区町村長等


